
介
護
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
証
明
書
の
交
付

確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
の
手
続

き
を
す
る
場
合
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
に
代
え
て
、
市
が
発
行
す
る
証

明
書
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す

C
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
お
り
、
お

む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除
を
受
け
て
2
年

目
以
降
の
方
で
、
主
治
医
意
見
書
に
お
い
て
、

証
明
に
必
要
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
方

■
確
定
申
告
な
ど
の
手
続
き
に
利
用
す
る
「
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
の
交
付

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
と
心
身

の
状
態
が
同
程
度
で
あ
る
も
の
と
し
て
市
が
認

定
し
た
場
合
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
交
付
し
、
確
定
申
告
な
ど
で
障
害
者
控
除
の

手
続
き
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

市
・
道
民
税
の
申
告
を
さ
れ
る
方
は
市
役
所
内

の
申
告
会
場
で
も
確
認
で
き
ま
す

C
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
方

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

H
I
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
4　

※
対
象

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
通
知
の
送
付

 

発
送
時
期 ●

令
和
5
年
1
〜
9
月
診
療
分
＝
1

月
上
旬
発
送
●
令
和
5
年
10
〜
12
月
診
療
分
＝

2
月
下
旬
発
送　

※
医
療
費
通
知
は
、
医
療
費

控
除
の
申
告
手
続
き
で
医
療
費
の
明
細
書
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療
費
控
除

の
申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、
税
務
署
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

I
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

J
011 

(290)
5
6
0
1　

市
保
険
年
金
課　

J
(32) 

6
4
2

5■
後
期
高
齢
者
医
療
歯
科
健
康
診
査
は
お
済
み

で
す
か

C
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
方　

※
対
象
者
に

は
受
診
券
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
受
診
券
を
紛

失
し
た
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

 

受
診
期
限 

3
月
31
日
㈰
ま
で

G
保
険
証
、
受
診
券

I
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
2
5

あ
い
サ
ポ
ー
タ
ー
研
修

A
1
月
16
日
㈫　

10
時
〜
11
時
30
分
、
15
時
〜

16
時
30
分

B
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　

3
階
講
習
室

D
障
が
い
の
あ
る
人
に
ち
ょ
っ
と
し
た
手
助
け

や
配
慮
を
実
践
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
を
育
成

※
手
話
通
訳
が
必
要
な
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

F
各
15
人　

申
し
込
み
順

H
I
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル

で　

障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6　

K

(36)
3
1
2
1　

Msyo
gaifukusi@

city.
tom

akom
ai.hokkaido.jp
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